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国
民
健
康
保
険「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

更
新
手
続
き
は
８
月
１
日
㈭
か
ら
受
付

　
現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
お
持

ち
で
、
引
き
続
き
必
要
な
人
は
、
８
月
中

に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
な
も
の

保
険
証
、
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
通

知
カ
ー
ド
か
個
人
番
号
カ
ー
ド
）

申�

請
先　
市
民
課 

国
保
年
金
係
、大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

【
問
合
せ
・
申
込
み
】

　
市
民
課 

国
保
年
金
係

�

☎
７
７
３

－

６
６
６
１

上
手
な
医
療
の
か
か
り
方

か
か
り
つ
け
医
・
か
か
り
つ
け
薬
局
を

持
ち
ま
し
ょ
う

　
か
か
り
つ
け
医
は
、
病
歴
や
体
質
の
把

握
が
で
き
る
た
め
、
よ
り
効
果
の
高
い
治

療
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
健
康
管
理
全
般
の

ア
ド
バ
イ
ス
も
し
て
く
れ
る
の
で
、
日
ご

ろ
か
ら
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
薬
局
も
か
か
り
つ
け
を
決
め
て
お
く

と
、
薬
の
飲
み
方
な
ど
、
適
切
な
指
導
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診

す
る
と
、
検
査
・
処
置
・
投
薬
な
ど
を
や

り
直
す
た
め
、
余
分
に
医
療
費
や
時
間
が

か
か
り
ま
す
。

　
ま
た
、
投
薬
の
重
複
で
副
作
用
が
現
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
気
に
な
る
こ
と
は
、

か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

年
に
一
度
は
健
康
診
断
を
受
け
、
病
気

の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
心
が
け
ま

し
ょ
う

　
健
診
を
受
け
る
こ
と
で
病
気
を
早
期
に

発
見
し
、
早
期
治
療
や
医
療
費
の
削
減
に

つ
な
が
り
ま
す
。
集
団
健
診
や
人
間
ド
ッ

ク
を
毎
年
受
け
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま

し
ょ
う

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬

品
）
は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同
一

の
有
効
成
分
を
含
み
、
効
き
目
や
安
全
性

が
同
等
で
あ
る
と
国
か
ら
認
め
ら
れ
た
安

価
な
薬
で
す
。
処
方
の
希
望
を
医
師
や
薬

局
に
伝
え
や
す
い
よ
う
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
希
望
シ
ー
ル
」
を
保
険
証
更
新
時

に
同
封
し
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
推
進
の

た
め
、
一
定
の
条
件

を
満
た
し
た
人
に
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
差
額
通
知
を
年
３

回
（
７
月
・
１１
月
・

３
月
）
通
知
し
て
い

ま
す
。
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臨
時
・
パ
ー
ト
職
員
登
録
制
度

看
護
師
・
保
育
士
・
調
理
員
を

募
集
中

　
こ
の
制
度
は
、
保
育
園
で
臨
時
職
員
が

必
要
な
場
合
に
素
早
く
対
応
で
き
る
よ
う

に
、
看
護
師
・
准
看
護
師
・
保
育
士
・
保

育
助
手
・
調
理
員
・
調
理
助
手
と
し
て
働

き
た
い
人
を
あ
ら
か
じ
め
登
録
す
る
制
度

で
す
。

対�

象　
保
育
園
で
働
き
た
い
人
（
年
齢
・

性
別
・
経
験
不
問
）

※ 

勤
務
先
は
、
本
人
・
家
族
の
子
ど
も
が

入
園
し
て
い
な
い
園

臨
時
・
パ
ー
ト
共
通
事
項

賃
金
（
時
給
）

①
看
護
師　
１
，２
２
０
円

②
准
看
護
師　
１
，０
２
０
円

③
保
育
士
（
有
資
格
）　
１
，０
２
０
円

④
保
育
助
手　
９
６
０
円

⑤
調
理
員
（
有
資
格
）　
９
３
０
円

⑥
調
理
助
手　
９
１
０
円

選
考
方
法　
書
類
審
査
と
面
談

勤
務
先　
市
内
の
１７
保
育
園

勤�

務
期
間

令
和
２
年
３
月
３１
日
㈫
ま
で
（
年
度
ご

と
の
更
新
）

登
録
期
間

　
登
録
日
～
令
和
２
年
３
月
３１
日
㈫

交
通
費　
市
条
例
と
規
則
に
よ
り
支
給

有
給
休
暇　
月
１
日

社
会
保
険
な
ど

社
会
保
険
（
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
保

険
）
と
雇
用
保
険
へ
の
加
入
は
、
勤
務

条
件
で
異
な
り
ま
す
。

臨
時
職
員

勤
務
日

①
～
④
：
月
～
土
曜
日
の
う
ち
、
週
５
日

⑤
⑥
：
月
～
金
曜
日

勤
務
時
間

①�

～
④
：
午
前
７
時
～
午
後
７
時
の
う
ち
、

１
日
７
時
間
３０
分
（
休
憩
１
時
間
）

⑤�

⑥
：
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
の
う

ち
、
最
長
７
時
間
３０
分
、
最
短
２
時
間

（
４
時
間
以
上
の
勤
務
で
休
憩
１
時
間
）

パ
ー
ト
職
員

勤
務
日

①
～
③
：
ア　
月
～
金
曜
日

　
イ　
土
曜
日

④
：
ア　
特
別
・
延
長
保
育
（
随
時
）

　
月
～
金
曜
日

　
イ　
月
～
金
曜
日

　
ウ　
土
曜
日

⑤
⑥
：
月
～
金
曜
日

勤
務
時
間

①�

～
⑥
：
午
前
７
時
～
午
後
７
時
の
う
ち
、

最
長
７
時
間
４５
分
、
最
短
１
時
間
（
４

時
間
以
上
の
勤
務
で
休
憩
１
時
間
）
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